
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

（平成 26年４月１日改定） 

 

共同住宅の水道料金の特例措置について 

 

水道料金の算定は、水道メーターにより行います。つまりアパートやマンションのような共同住宅の場合でも

各部屋別の私設メーターを検針するのではなく、市水道の親メーターの検針水量で上水道の使用料を請求します。 

例えば、５戸で１棟のアパートで口径２５ｍｍのメーターを使用し、１使用月（２ヶ月）の使用水量が２００

㎥の場合、水量料金は、３６，２２３．２円となります。 

しかし、下図のように各私設メーターで、１戸ずつ早見表に従い料金を集金していただくと、５戸分の水量料

金は２２，４１０円となり１３，８１３．２円の差額が生じます。 

 

※部屋番号はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅとします。 

 

●水量料金 

  

        

        ＝         ＋         ＋         ＋         ＋         

 

 

３３，５４０円    １，６８０円     ２，７５０円     ３，８２０円    ５，４４０円    ７，０６０円 

＋消費税８％相当額 

＝３６，２２３．２円                  ２０，７５０円＋消費税８％相当額＝２２，４１０円 

 

この差額を少なくするために、各部屋を独立した１戸の住宅とみなす、共同住宅の特例措置を設けております。 

特例措置の内容は、親メーターの検針水量を共同住宅内の戸数で割り、１戸あたりの平均水量を算出し、その

水量の水量料金に口径１３ｍｍの基本料金を足し、戸数を掛け、消費税相当額を足した料金を請求するものです。 

上図のような場合は、特例措置により計算すると、各戸の私設メーターで早見表により集金していただくより、

料金のズレが少なくなります。 

 

●特例措置の申請がない場合 

 ７，７１４円（２５ｍｍの基本料金） ＋ ３３，５４０円（２００㎥の水量料金） 

＋２，０４０円（消費税８％相当額） ＝ ４４，５５４円（請求金額・小数点以下切捨て） 

 

●特例措置の申請がある場合  

 １，８００円（１３ｍｍの基本料金） × ５戸 ＝ ９，０００円 

 ２００㎥ ÷ ５戸 ＝ ４０㎥（１戸あたりの使用水量） 

 ３，８２０円（４０㎥の水量料金） × ５戸 ＝ １９，１００円 

 ９，０００円（基本料金） ＋ １９，１００円（水量料金） ＋ ２，２４８円（消費税８％相当額） 

＝ ３０，３４８円（請求金額） 

 

※ 親メーターの口径や使用水量によっては特例措置により、不利となる場合もありますので、十分検討してく

ださい。 

※ 入居数に変更があった場合は検針定例日の 10日までに所定の用紙で報告をお願いします。 

 

湖南市上下水道料金センター 

TEL：0748-71-2337 

FAX：0748-72-2332 

２００㎥ ２０㎥ ４０㎥ ６０㎥ ５０㎥ ３０㎥ 

E D C B A 親メーター 
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（平成 27年４月１日改定） 

 

共同住宅の下水道使用料の特例措置について 

 

下水道使用料の使用料金の算定は、市水道のメーターにより行います。 

つまり、アパートやマンションのような共同住宅の場合でも、各部屋別の私設メーターを検針するのではなく

市水道の親メーターの検針水量で下水道使用料を請求します。 

例えば、５戸で１棟のアパートで１使用月（２ヶ月間）の使用水量が２００㎥の場合は、下水道使用料は３４，

７５０円となります。 

しかし、各私設メーターが下図のように、１戸ずつ早見表に従い料金を集金していただくと、５戸分の下水道

使用料は２９，７８４円となり、４，９６６円の差額が生じます。 

 

※部屋番号はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅとします。 

 

 ●下水道使用料（消費税８％込み） 

  

        

        ＝         ＋         ＋         ＋         ＋         

 

 

３４，７５０円   ２，９３３円     ４，４１２円    ５，８９２円     ７，４８０円    ９，０６７円 

 

                               ２９，７８４円 

 

この差額を少なくするために、各部屋を独立した１戸の住宅とみなす、共同住宅の特例措置を設けています。 

特例措置の内容は、親メーターの検針水量を共同住宅内の戸数で割り、１戸あたりの平均使用水量を算出し、

その水量による下水道使用料に戸数を掛け、消費税相当額を足した使用料を請求するものです。 

上図のような場合は、特例措置により計算すると、各戸の私設メーターで早見表により集金していただくより、

料金のズレが少なくなります。 

 

 ●特例措置の申請がない場合 

  ９２６円（基本料金）＋３１，２５０円（２００㎥の下水道使用料金） 

＋２，５７４円（消費税８％相当額）＝ ３４，７５０円（請求金額・消費税８％込） 

 

 ●特例措置の申請がある場合 

  ９２６円（基本料金）×５戸＝４，６３０円 

２００㎥ ÷ ５戸 ＝ ４０㎥（１戸あたりの水量） 

  ４，５３０円（４０㎥の下水道使用料金） × ５戸 ＝ ２２，６５０円 

  ４，６３０円（基本料金） ＋ ２２，６５０円（下水道使用料）  

  ＋ ２，１８２円（消費税８％相当額） ＝ ２９，４６２円（請求額・消費税８％込） 

※ 使用水量によっては特例措置により、不利となる場合もありますので、十分検討してください。 

※ 入居数に変更があった場合は検針定例日の 10日までに所定の用紙で報告をお願いします。 

 

湖南市上下水道料金センター 

TEL：0748-71-2337 

FAX：0748-72-2332 

２００㎥ ２０㎥ ４０㎥ ６０㎥ ５０㎥ ３０㎥ 

E D C B A 親メーター 


